
Q子：博士～！この前植えた、トマトの葉っぱに白い粉みたいなものがついているのですが、

何でしょうか？

博士：それは、うどんこ病じゃな！農薬で治してあげようかの！

Q子：え？？食べ物に薬なんて使っていいんですか？

博士：ルールを守って使う分には問題ないから安心するんじゃ。

それに、スーパーに売っている野菜や果物にも農薬が使われているものもあるんじゃぞ。

Q子：そうなんですね！農薬について教えてください！
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食卓の安全・安心ニュース
農薬について学ぼう！
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なぜ農薬は使われるの？

博士：農薬は農薬取締法という法律で、「農作物を害する菌、線虫、ダニ、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防

除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進または抑制に用いられる植物調整

剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」と定義されておるんじゃ。

Q子：何だかよく分かりません、、、

博士：簡単に言えば、野菜などの作物をダメにしてしまう虫や病気から作物を守り、収穫量や品質を保つために使われる薬と

いうことじゃ。下のグラフは、農薬を使わなかった場合に農作物の収穫量の割合を表したものじゃが、りんごやもも等の

果物は農薬を使わなかった場合、虫や病気によって、収穫量が大幅に減ってしまうことが分かるのぉ。収穫量が減ること

で何が起こるか分かるかの？

Q子：う～ん。何だろう、、、

博士：大雨などの時もそうじゃが、収穫量が減り

商品が品薄になると、価格が高騰して

しまうんじゃよ。

一度にたくさんの農作物を効率よく作る

ためには、農薬は必要ということじゃな。

Q子：実際にどんな農薬が使われるんですか？

博士：次は農薬の種類について説明しよう！

使用されている農薬の種類

参考：農林水産省HP
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農作物名（カッコ内は試験数）

社団法人日本植物防疫協会
「農薬を使用しないで栽培した場合の病害虫等の被害に関する調査（1993年）」の結果を参照し作成

博士：下表が日本で使用されている農薬の種類じゃ。

殺虫剤 農作物を加害する害虫を防除する薬剤

殺菌剤 農作物を加害する病気を防除する薬剤

殺虫
殺菌剤

農作物の害虫、病気を同時に防除する
薬剤

除草剤 雑草を防除する薬剤

殺そ剤
農作物を加害するノネズミなどを防除する
薬剤

植物成長
調整剤

農作物の生育を促進したり、抑制する薬剤

誘引剤 主として害虫をにおいなどで誘き寄せる薬剤

展着剤
ほかの農薬と混合して用い、その農薬の付着性を
高める薬剤

天敵 農作物を加害する害虫の天敵

微生物剤
微生物を用いて農作物を加害する害虫病気等を
防除する剤

Q子：こんなにたくさんの種類があるんですね！

虫を退治する薬もあるから、食べ物に使うのは危険な気がしますが、私たちが食べる時には、農薬は残っていないんです

よね？

博士：そうとも言い切れんのじゃな～。次は残留農薬について説明していこう！

参考：農林水産省HP



博士：岐阜県でも、毎年県内に流通する食品を対象に、国が定めた残留農薬の基準値を超えた食品がないか、検査して

おるんじゃよ。令和２年度に検査した結果は、下表に示したが、違反品はなかったんじゃ。

Q子：毎年検査してるんですね！それは安心です。

博士：これまで行った検査の

結果については、

岐阜県のホーム

ページでも公開されて

おるぞ～。

Q子：は～い！見てみます！

博士：Q子のトマトの病気を治す薬を見に行く

としよう！

Q子：トマトの病気が治って、早く大きくなると

いいな～♪

残留農薬って何？

食卓の安全・安心ニュースで知りたいテーマがありましたら、メールかFacebookでお寄せください。
生活衛生課メール：c11222@pref.gifu.lg.jp Facebookページ「岐阜県食品安全推進室」

最後までお読みい
ただきありがとうご
ざいました。

岐阜県での残留農薬検査について

博士：農作物に使われた農薬は、収穫までに雨で洗い流されたり、太陽光や水、微生物などで分解されるんじゃが、微量に

農作物内に農薬が残ってしまうこともあるんじゃよ。

それを「残留農薬」といっておるんじゃ。

Q子：え？？農薬が残っている食べ物を食べても大丈夫なんでしょうか、、、

博士：たくさん農作物ができても、人間に害があってはいかんから、一つ一つの農薬についてどのくらい食べてしまったら、どんな

害があって、どのくらいまでだったら害がないのか、国の食品安全委員会で科学者が集まって専門的に調べるんじゃよ。

Q子：そうなんですね！

博士：その調査の結果をもとに、農薬はどれくらいの量をどのように使うかという基準と、農作物ごとに、人に害を与えない残留

農薬の量の基準が決められておるんじゃな。

Q子：農薬を使う人は、そのルールを守らなきゃいけないのですね！

参考：農林水産省HP、農薬工業会（教えて！農薬Q&A）

●食品安全委員会●

・ADIの設定
・ARfDの設定

●厚生労働省●●環境省●

●農林水産省●

食品健康影響評価

残留基準値の
設定

・環境動植物への
影響評価

・水質への影響評価

・使用者への影響評価
・使用方法の設定

→農薬の登録

農薬に関する国の役割

ADI（許容一日摂取量）とは

一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと考えら

れる1日当たりの物質の摂取量のことで、

ARfD（急性参照用量）とは

人がその物質を24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健

康に悪影響を示さないと推定される1日当たりの摂取量のことだニャ～。

検査対象物 食 品 数 延べ検査項目数 違反数

国内産

野菜・果物 ６４ １３，５０４ ０

小麦粉・そば粉・

とうもろこし
１ ２１１ ０

茶 ２ １１２ ０

玄米 ３ ６３３ ０

牛乳 ４ １６ ０

輸入品
野菜・果物 ８４ １７，７２４ ０

小麦粉 ２ ４２２ ０

合 計 １６０ ３２，６２２ ０

リスク管理（食べても安全なようにルールを決めて、監視する） リスク評価（どのくらい食べても安全か調べて、決める）

食べても
安全な量の
確認依頼

残留基準値を基に
農薬の基準値設定

回答

食品安全委員会の回答を基に


